
春日部市制限付一般競争入札執行要領  

 

（趣旨）  

第１条 この要領は、本市が発注する請負契約及び委託契約の締結について、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１

６７条の５の２の規定に基づく一般競争入札（ 以下「制限付一般競争入札」

という。）を執行するための手続きについて、春日部市契約規則（平成１７年

規則第１２６号。以下「契約規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。  

２　制限付一般競争入札は、市長の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。

以下同じ。）と入札をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接

続した電子情報処理組織を使用して処理する入札手続並びに入札開札事務

（以下「電子入札」という。）又は郵便入札により行う。  

（対象）  

第２条 制限付一般競争入札の対象は、建設工事の請負、設計、調査及び測量の  

業務委託、土木施設維持管理の業務委託（以下「建設工事等」という。）、清

掃、警備等の役務の提供に係る業務委託並びに物品の製造の請負、買入れ、

借入れ、修繕又は売払い（以下「物品売買等」という。）、その他市長が適当

と認めたものとする。  

（入札参加者の資格）  

第３条 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」と　  

いう。） は、次に定めるとおりとする。  

(1) 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。  

(2) 建設工事等については、春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿に  

　登載されている者であること。  

(3) 建設工事の請負については、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に  

　基づく健康保険、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく

厚生年金保険、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保

険に、事業主として加入している者であること。ただし、上記保険の全部

又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りでない。  

(4) 物品売買等については、春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に  

　登載されている者であること。  



(5) 春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停  

　止措置を受けていない者であること。  

(6) 契約規則第１５条の規定により入札の参加排除を受けてない者である  

　こと。  

２ 前項各号に定めるもののほか、あらかじめ建設工事等入札審査委員会又は  

　物品売買等入札審査委員会が定めた条件で必要と認めた事項を定めるもの  

とする。  

（入札の公告）  

第４条 契約規則第１６条の規定により入札に関する事項を公告するときは、  

　春日部市役所に掲示、インターネットの利用又はその他の方法で行うものと

する。  

２ 前項のインターネットによる公告は、春日部市公式ホームページ（以下「ホ  

ームページ」という。）又は埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札シ

ステム」という。）に掲載することとし、入札参加資格者が閲覧及びダウンロ

ードできるようにするものとする。  

（入札参加の申込）  

第５条 制限付一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」とい

う。）は、競争参加資格確認申請書（様式第１号）を市長に提出しなければな

らない。  

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、原則として電子入札シス

テムを使用して提出するものとする。  

（入札参加資格の確認）  

第６条 市長は、前条の競争参加資格確認申請書の提出を受けたときは、申請  

　者に対し競争参加資格確認通知書（様式第２号）を交付するものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、原則として電子入札シス

テムを使用して交付するものとする。  

３ 入札参加者は、入札のために入札室に入室するときは、第１項の競争参加　  

　資格確認通知書を提示しなければ、当該入札に参加することができない。  

（設計図書の閲覧等）  

第７条 入札の設計図書等の閲覧は、原則としてホームページ又は電子入札シ

ステムに掲載するものとする。ただし、これによりがたい場合においては、

当該設計図書を期間を定めて貸与することができる。  



（入札保証金）  

第８条 施行令第１６７条の７の規定による入札保証金の納付は、契約規則第  

１８条の規定に該当したときは、免除することができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、入札保証金は特に指定が  

無い場合は免除するものとする。  

（入札金額見積内訳書）  

第９条 入札参加者から初度入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めること  

ができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、原則として電子入札シス

テムを使用して提出するものとする。  

（入札）  

第１０条 入札参加者は、契約規則、契約約款、設計図書、現場等を熟覧のうえ  

総価により入札しなければならない。この場合において、入札書に記載する  

金額は、消費税の課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契  

約希望金額の１１０分の１００に相当する金額とするものとする。  

２ 入札参加者は、前項の場合において疑義があるときは、関係職員の説明を  

　求めることができる。  

３ 入札書は、封かんのうえ、当該封筒の表面に入札者の氏名を表記し、指定さ  

れた場所及び日時に入札しなければならない。  

４ 入札書は、持参しなければならない。  

５ 前４項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、原則として電子入札シ

ステムを使用して入札処理をしなければならない。  

６ 入札参加者が代理人をもって入札するときは、委任状を提出しなければな  

　らない。  

７ 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、代理人は認めない。  

８ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理を  

　することはできない。  

９ 入札開始後入札会場に到着した者は、入札に参加できない。  

（公正な入札の確保）  

第１１条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭  

和２２年法律第５４号）に抵触する行為、施行令第１６７条の４第２項各号

に規定する行為、その他公正な入札の執行を妨げる行為を行ってはならない。 



（入札書の書換え等の禁止）  

第１２条 入札参加者は、入札した入札書の書換え、引換え又は撤回をするこ  

　とができない。  

（入札の中止等）  

第１３条 市長は、入札参加者が１人以下の場合は、入札を中止するものとす

る。ただし、再度の入札において入札条件等を変更しても入札参加者が１人

となるおそれが高い等、真に止むを得ない理由として市長が認めたものを除

く。  

２ 市長は、天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を  

延期又は中止することができる。  

３ 市長は、入札参加者が連合し、又は不穏な行動をした場合その他公正な入　  

　札の執行を妨げる行為をした場合、入札を公正に執行することができないと

認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を

延期し若しくは中止することができる。  

（入札の辞退）  

第１４条 入札参加者は、入札参加申込書の提出後であっても入札を辞退する  

　ことができる。この場合、電子入札にあっては、原則として電子入札システ

ムを使用して処理をしなければならない。  

（入札の無効）  

第１５条 入札の無効は、契約規則第２４条に定めるもののほか、次の各号  

のいずれかに該当する入札は無効とする。  

(1) 委任状を持参しない代理人が入札したとき。  

(2) 他人の代理を兼ねた者が入札したとき。  

(3) 明らかに連合によるものと認められる入札をしたとき。  

(4) 電報、電話、ファクシミリ等による入札をしたとき。  

(5) 虚偽の入札参加申込書を提出した者が入札したとき。  

(6) 公告に示す事項に反した者が入札をしたとき。  

(7) 記載すべき事項の記入（電子入札にあっては、電子入札システムの使用

に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録（以下「電磁的記録」と

いう。）。以下同じ。） のない入札書又は記入事項が明らかでない入札書に

よる入札。  

(8) 電子入札にあっては、入札書提出締切日時において、電子入札システム



に電磁的記録のない入札。  

（再度入札）  

第１６条 施行令第１６７条の８第４項の規定により再度入札をする場合、当  

　該入札執行回数の限度は、初度の入札及び再度の入札を合わせ２回とする。 

２ 前項の規定により再度入札を執行する場合、電子入札にあっては、原則と  

　して電子入札システムを使用して再度の入札処理をしなければならない。  

３ 事前に予定価格を公表して入札を執行した場合は、再度入札は行わない。  

（随意契約）  

第１７条 前条の入札にもかかわらず落札者がないときは、施行令第１６７条  

　の２第１項の規定により随意契約によることができるものとする。  

２ 前項の場合において、２回目の入札で最低の価格を提示した者、及び次位  

　の価格を提示した者から市所定の見積書を徴し、市の予定価格の制限範囲内

において最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。  

３ 前２項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、原則として電子入札シ

ステムを使用して随意契約処理をしなければならない。  

（契約保証金）  

第１８条 施行令第１６７条の１６の規定による契約保証金の納付は、契約規  

　則第７条の規定に該当したときは、免除することができる。  

（様式の準用）  

第１９条 この要領の規定による入札書その他の様式は、様式第１号及び２号  

を除き春日部市競争入札参加者心得の規定による入札書その他の様式を準

用する。  

（その他）  

第２０条 この要領に特別の定めがない事項は、指名競争入札に関する諸規則  

　等の例によるものとする。  

附 則  

１ この要領は、令和元年８月１５日から施行する。  

（春日部市制限付一般競争入札執行要領の廃止）  

２ 春日部市制限付一般競争入札執行要領（平成２９年３月３１日）は、廃止す  

る。  

　（経過措置）  

３　令和元年１０月１日前に工期末、履行期限又は納期等を設定する場合にお



いて、入札参加者が入札書に記載する金額は、第１０条第１項の規定にかかわ

らず、「１０８分の１００」とする。  

　　　附　則  

この要領は令和７年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係）  

年 月 日  

 

競争参加資格確認申請書  

 

あて  

 

下記の調達案件に関わる競争参加資格について確認されたく、書類を添えて  

申請します。  

 

記  

 

１ 調達案件番号  

２ 調達案件名称  

３ 履行期限  

 

（提出者）  

業者名  

企業郵便番号  

企業住所  

役職名  

氏名  

代表者等電話番号  

代表者等Ｆ Ａ Ｘ 番号  

部署名  

商号（ 連絡先名称）  

連絡先氏名  

連絡先住所  

連絡先電話番号  

連絡先Ｅ － Ｍ ａ ｉ ｌ  

添付資料  

 



様式第２ 号（ 第６ 条関係）  

 

年 月 日  

 

競争参加資格確認通知書  

 

業者名  

氏名  

 

先に申請のあった下記の調達案件に係わる競争参加資格について、下記の通  

り確認したので、通知します。  

 

記  

 

 

 

 

 通知書番号

 公告日

 調達案件名称

 入札開始日時

 入札書提出締切日

 内訳書開封日時

 開札日時

 競争参加資格の有無 理由又は  

条件


